
（８）卓 球 競 技 

 

 １．期  日  令和６年１０月５日（土）・６日（日） 

 ２．会  場  Yohas アリーナ 

 ３．競技種別及び参加人員 

種  別 監   督 選    手 

男  子 １ １２ 

女  子 １ １２ 

 ４．競技上の規程及び方法 

   （1）競技上の規程 

      （ア）使用ルールは、現行の日本卓球ルールによる。 

      （イ）使用球は、日本卓球協会公認球（ニッタク 40㎜ホワイト）とする。 

   （2）競技方法 

      （ア）男女別予選リーグ、決勝トーナメント方法による。 

      （イ）男女とも４点先取で勝敗を決定する。 

      （ウ）３位決定戦を行います。 

      （エ）出場順位 

         男子①成年 ②高校生 ③壮年 50 ④ダブルス ⑤高校生 ⑥壮年 60 ⑦成年 

         女子①成年 ②高校生 ③壮年 50 ④ダブルス ⑤高校生 ⑥壮年 60 ⑦成年 

      （オ）男女とも一人１回の出場とする。 

      （カ）試合ごとにオーダーを提出する。 

      （キ）メンバーが揃わずチーム編成ができない場合は、オーダー提出前に監督が審判長 

に申し出ると共に、相手チームの監督にその旨を伝える。 

      （ク）欠員の場合は、その種別の前の方を棄権とする。 

    （3）チーム編成 

      （ア）男子は、６単１複とし、監督１名、選手 12名、主将は選手の中から選ぶ。 

成年５名、高校生３名 壮年 50以上２名、壮年 60以上２名以内の登録をする。 

      （イ）女子は、６単１複とし、監督１名、選手 12名、主将は選手の中から選ぶ。 

成年５名、高校生３名 壮年 50以上２名、壮年 60以上２名以内の登録をする。 

（ウ）登録した年齢の部に、出場できる。 

５．参加資格及び年齢制限 

   （1）実施要項総則７に定める他、次による。 

（2）出場チームの地域に居住しかつ住民登録している大学生 １ 名の成年への参加を可とする。 

尚、日本学生卓球連盟及び関東学生卓球連盟に登録している大学生は参加できません。 

（3）壮年５０は、令和７年 (２０２５年) ４月１日までに、当該年齢に達しているもの。 

（4）壮年６０は、令和７年 (２０２５年) ４月１日までに、当該年齢に達しているもの。   

６．成績採点方法 

   男女とも１位８点、２位７点、３位６点、４位５点、５～８位各 2.5点とする。 

７．参加費 

   各チーム（男女別） ５，０００円 

   参加費については、開催当日（令和６年１０月５日）に、受付でお支払い下さい。 



 

 

８．参加申込方法 

   ①各郡市体育・スポーツ協会は、参加申込書をデータにより、８月 ３１日（土）までに、競技 

団体指定のアドレス及び県民スポーツ大会事務局へメールに添付して送付すること。 

  千葉県卓球連盟      asahitakkyou@yahoo.co.jp 

  県民スポーツ大会事務局 kenmin-chiba@chiba-taikyo.jp 

②各郡市体育・スポーツ協会は、会長印が押印された参加申込完了届（PDF）を定められた期日 

までに県民スポーツ大会事務局へ、データ（メール）で送付すること。 

  県民スポーツ大会事務局 kenmin-chiba@chiba-taikyo.jp 

９．開 始 式     令和６年 10月５日（土）  9:30 ～      体育館 

10．競技開始    令和６年 10月５日（土） 10:00 ～      体育館  

              令和６年 10月６日（日）  9:00 ～      体育館 

           ※ 監督会議は行いません。 

12．罰  則  参加資格及び制限に違反してチーム編成をした場合は、 

（1）大会期間中は直ちに失格とする。 

（2）大会終了後に発覚した場合は、次回大会の参加を認めない。 

13．その他 

（1）メンバー変更は ９月２７日( 金 ) までとし、以降の変更は認めない。 

     ※ 病気・事故により変更が必要な場合に限り、大会当日の変更を認めます。  

※ 所定のメンバー変更用紙を期日までに千葉県卓球連盟理事長に送付する。  

県民スポーツ大会事務局へは、会長印の押印された変更届（PDF）をメール 

で送付すること。          

 （2）競技運営上１試合に２コート使用することを、ご了承下さい。 

（3）下記のようなゼッケンを着用すること。（日本卓球協会のゼッケンでもよい） 

（4）１マッチ１１本５ゲームで行う。 

（5）４点先取で勝敗が決定しても残りの試合は７番まで３ゲームを行う。 

（予選リーグのみ） 

(6）大会に関する事故の補償は、各郡市で出場選手及び監督に傷害保険を掛けて

対応すること。 

       25cm 

鈴  木 

 

千 葉 市 

 

20cm 

 

 

 

 

 

14．その他  連絡問合せ先 メンバー変更用紙送付先 

             〒273-0853  船橋市金杉 8-7-10 

千葉県卓球連盟  理事長  大家  仁 

℡・fax         047-449-0260 

携帯電話       090-3095-9890  


